
キッチンカー等出店可能箇所
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本箇所の車止めを外して敷地内

に進入することを原則とする。

敷地内については常に徐行運転

とし、公園利用者に細心の注意

を払うこと。

なお、外した車止めは出入の

都度、元に戻すものとする。

車止め


